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かぎん電子契約サービス利用規約 

 

（はじめに） 

かぎん電子契約サービス利用規約（以下、「本規約」という）は、株式会社鹿児島

銀行（以下、「当行」という）が提供するかぎん電子契約サービス（以下、「本サー

ビス」という）について、お客さまと当行との間の利用に関する基本的な事項を定

めたものです。 

＜用語説明＞ 

利用者…「電子契約サービス利用申請書」により本サービスの利用申し込みを行

う者をいう。 

署名者…本サービス上で電子署名を行う者をいう。利用者が個人の場合は利用者

本人とし、利用者が法人の場合は当行との契約行為の一切を行うものと

して当該利用者により選任された当該法人の役員または従業員とする。 

ユーザーＩＤ…本サービスの利用にあたり署名者ごとに発行される電子契約シス

テムのユーザーＩＤをいう。 

ログインパスワード…電子契約システムへログインするためのユーザーＩＤごと

のパスワードをいう。 

ＰＩＮコード…電子署名を行うための署名用パスワードをいう。 

 

 

第１条（本サービスの内容および目的） 

  本サービスは、利用者と当行との間における取引の契約締結を電子署名にて行い、

契約書の保管（閲覧を含む）についても電子上で行うサービスです。 

  また、本サービスは、日鉄ソリューションズ株式会社（以下、「サービス提供者」）

の電子契約サービスＦＩＮＣＨＵＢ＠ａｂｓｏｎｎｅを利用します。 

 

第２条（本サービスの利用条件） 

（１） 利用者は、本サービスの利用にあたり、本規約および関連規定の内容を承諾

し、当行所定の必要書類を添付したうえで「電子契約サービス利用申請書」（以

下、「利用申請書」という）を提出する方法により申し込むものとします。ま

た、かかる申込みと同時に、次の各号に定める事項を当行に届け出るものと

します。なお、携帯電話番号・メールアドレスの届出については、記載相違

がないよう細心の注意を払うものとします。 

①署名者の氏名、携帯電話番号、メールアドレス 
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②その他当行所定の届出事項 

（２） 当行は、前項による本サービスの利用の申込みについて承諾した場合、署名

者に対しユーザーＩＤおよびログインパスワードを発行します。 

（３） 本サービスは、インターネットに接続できる等の当行が推奨する環境を備え

た端末を利用していただきます。また、利用する端末等に固有の設定がなさ

れている場合、本サービスを利用できないこともあります。利用環境、端末

等の設定については、予め利用者および署名者の責任にて確認するものとし

ます。 

（４） 利用者および署名者は、インターネット使用に起因するリスクを理解し、コ

ンピュータウイルス等に感染しないようセキュリティー対策や不正アクセス

対策をとったうえで本サービスを利用するものとします。 

（５） 利用者および署名者は第３項および第４項に定める利用環境、端末等の設定

に付帯する一切の費用を負担するものとし、当行はこれらについて、一切の

責任を負いません。 

（６） 本サービスの利用は、日本国内からの利用を原則とし、海外からの利用につ

いては、利用者および署名者本人の責任で行い、通信事情、その他の事由に

より本サービスの利用ができない場合があることを予め同意するものとしま

す。また、当該外国各国の法令、制度、通信事情その他の事由により利用者

または署名者が本サービスを利用したこと、あるいは本サービスの全部また

は一部を利用できなかったことに伴い、利用者または署名者に何らかの損害

が発生した場合であっても、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、

当行は一切の責任を負わないものとします。 

 

第３条（本サービスの利用可能日時） 

  本サービスの利用可能時間は、24時間 365日です。ただし、月曜日から土曜日ま

でのそれぞれの 7時から 23時（いずれも日本標準時）以外の時間において、メン

テナンス等の事由により、本サービスの取扱いを一時的に停止する場合があります。

また、当行は、この取扱い可能日時（メンテナンス含む）について、利用者および

署名者に事前に通知することなく変更する場合があります。 

 

第４条（ユーザーＩＤ、ログインパスワード、ＰＩＮコードの取扱いおよび管理） 

（１） 本サービスの利用にあたり、ユーザーＩＤおよびログインパスワードが必要

となります。また、電子署名を行うにあたり、ＰＩＮコードが必要となりま

す。これらについて、当行は、署名者に対し、当行所定の方法により交付し

ます。 

（２） ユーザーＩＤおよびログインパスワードの有効期限は、最終ログイン日より 2



320393 Ａ4 2024/02 

年です。有効期限到来後、再度ログインを希望される利用者は、当行に再発

行を申し出るものとします。 

（３） 利用者および署名者は、ユーザーＩＤ、ログインパスワードおよびＰＩＮコ

ードを第三者に不正利用・不正取得されないよう厳重に管理するものとしま

す。また、署名者間での開示や相互利用についても当然に禁ずることとしま

す。 

（４） 利用者が法人の場合、署名者の変更によるユーザーＩＤおよびログインパス

ワードの取扱いおよび管理は利用者の責任にて行うこととし、当行は一切の

責任を追わないものとします。 

（５） 利用者および署名者は、ユーザーＩＤ、ログインパスワードまたはＰＩＮコ

ードについて、紛失、盗難・盗用されまたは盗難・盗用のおそれがある場合

は、直ちに当行にその旨を通知するとともに変更（設定初期化・再発行）手

続きを行うものとします。 

 

第５条（本人の意思による手続き） 

（１） 利用者が個人の場合、署名者が当行に登録されているユーザーＩＤおよびロ

グインパスワードを使用したうえで本サービスを利用し、署名者本人に発行

されたＰＩＮコードを用いた取引について、当行は、署名者本人の意思に基

づく取引とみなします。利用者が法人の場合、署名者による本サービスの利

用について、当行は、利用者の意思に基づく取引とみなします。また、署名

者が当行に登録されているユーザーＩＤおよびログインパスワードを使用し

たうえで本サービスを利用し、署名者本人に発行されたＰＩＮコードを用い

た取引について、利用者である当該法人において適法になされた意思決定に

基づく取引とみなします。 

（２） 前項に基づいた取引については、ユーザーＩＤ、ログインパスワードまたは

ＰＩＮコードの偽造、変造、盗用、不正利用、その他事故が発生した場合も、

当行は一切の責任を負わないものとします。 

 

第６条（電子証明書の発行・電子契約の手続き） 

（１） 利用者および署名者は、電子証明書の発行を当行に委託します。 

（２） 利用者および署名者は、利用申請書を電子契約に必要な電子証明書の発行申

請書として取扱うことを承諾するものとします。 

（３） 利用者および署名者は、当行と電子証明書の認証局であるサービス提供者と

の間で電子証明書の発行および管理のために必要な範囲内で、以下の個人情

報が相互に提供利用されることを承諾するものとします。 

①氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関する情報、資産・負
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債に関する情報、借入要項に関する情報等、利用申請にあたり提出する利

用申請書に記載の全ての情報 

②当行が保有する利用者等の情報 

（４） 本サービスを利用して締結する契約に関する情報は、当行が電子契約システ

ムに登録します。ただし、ログインパスワードの設定等の一部の取引につい

ては利用者または署名者ご自身にて電子契約システム上に入力するものとし

ます。 

（５） 署名者は、契約内容に誤りがないことを確認したうえで電子署名を行い、電

子契約を締結します。当該電子契約は、当行所定の方法により当行が電子契

約の受付処理を完了したときに電子契約が完了したものとし、その発効は、

各契約が定める条件に従うものとします。 

（６） 利用者は、本サービスにより当行との当座貸越契約に基づく借入申込みがで

きることとします。本サービスによる借入申込みについては、お借入希望日

の３営業日前までに実施するものとします。なお、融資（当座貸越）には当

行の審査があり、申込みどおりの融資が約束されるものではないことを予め

了承します。 

（７） 契約に訂正・取り消しなどが発生した場合には、当行所定の手続に従うもの

とします。 

（８） 第５項による契約内容について疑義が生じた場合は、当行が保存する電磁的

記録の記録内容を原本（正しいもの）とみなします。 

（９） 利用者および署名者は、サービス提供者による、 

『電子証明書発行サービス・証明書ポリシー／認証局運用規程』

（ https://www.itis.nssol.nipponsteel.com/contracthub/cpcps/cpcps.pdf） 

を遵守し、許可された用途にのみ電子証明書を使用できるものとします。 

 

第７条（書面の利用・書面による契約） 

（１） 利用者および署名者は、契約条件によっては、個別に書面による契約書、確

認書等の差入れが必要であることを予め了承します。 

（２） 利用者および署名者は、やむを得ない事情により、本サービスを利用した電

子署名によらず、当行と書面を取り交わす方法を以って契約締結等各種手続

きを行う場合があること、その場合、追加で印紙税等の費用負担が生じるこ

とを予め了承します。 

 

第８条（手数料） 

  本サービスの利用にあたり、利用者は当行へ当行所定の手数料を支払うものとしま

す。当該手数料の支払方法については、融資実行時に当行が融資金より差し引く方
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法によるものとします。 

 

第９条（届出事項の変更） 

（１） 利用者は、署名者の氏名、住所、携帯電話番号、メールアドレス、その他当

行への届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく当行へその旨を通知すると

ともに当行所定の変更手続きを行うものとします。 

（２） 利用者が法人の場合、署名者を変更する場合は、遅滞なく当行へその旨を通

知するとともに当行所定の変更手続きを行うものとします。 

（３） 利用者は、利用者または署名者（本項において、本サービスを利用している

他の利用者および署名者を含みます。）に以下の事由が生じた場合には、遅滞

なく当行へ通知するものとします。 

① 死亡した場合 

② 破産手続開始の決定を受けた場合 

③ 家庭裁判所の審判により補助・保佐・後見の開始の決定を受けた場合 

④ 第１号から第３号に定める事項の他、本サービスを利用して契約締結する

権限を喪失した場合 

（４） 当行は、前項の事由が生じた場合、利用者および署名者の本サービス利用に

ついて停止することができるものとします。 

 

第１０条（当行からの通知到達） 

  利用者が前条第１項の届出を怠るなど利用者の責に帰するべき事由により、当行か

らの通知が延着または未着となった場合には、通常到達すべき時に到達したものと

します。 

 

第１１条（免責事項） 

（１） 次の各号の事由による本サービスの全部または一部の利用不能・取扱いの遅

延等により利用者および署名者に生じた損害については、当行は一切の責任

を負いません。 

① 天災もしくは人災または裁判所もしくは行政等の公的機関による措置等

のやむを得ない事由があるとき 

② 当行が安全対策を構築したにもかかわらず、通信機械およびコンピュータ

等に障害が生じたとき 

③ 技術上もしくは運用上緊急に本サービスに関するシステムを停止する必

要があると当行が判断した場合 

④ その他、当行の責に帰すべき事由にあたらない場合 

（２） 法令、規制、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付
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けられている場合（当局検査含む）、当行は利用者の承諾なくして、当該法令、

規則、行政庁の命令等に定める手続きに基づいて当該情報を開示することが

あります。情報を開示したことにより生じた障害について当行は一切の責任

を負いません。 

 

第１２条（反社会的勢力の排除） 

（１） 利用者および署名者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から

5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等

標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを

あわせて「暴力団員等」という）に該当しないこと、および次の各号のいずれに

も該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加

える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる

関係を有すること。 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をし

ていると認められる関係を有すること。 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有すること。 

（２） 利用者および署名者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当

する行為を行わないことを確約します。 

① 暴力的な要求行為。 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて銀行の信用を毀損し、または

銀行の業務を妨害する行為。 

⑤ その他前各号に準ずる行為。 

（３） 利用者または署名者が、暴力団員等もしくは第 1項各号のいずれかに該当し、も

しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1項の規定にもとづく

表明・確約に関して銀行に虚偽の申告をしたことが判明し、本サービスの取引を

継続することが不適切である場合には、当行は本サービスの利用を直ちに終了さ

せることができるものとします。 

（４） 前項の規定の適用により、利用者または署名者に損害が生じた場合にも、当行は

なんら責任を負わず、また、当行に損害が生じたときは、利用者または署名者が

その責任を負います。 
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第１３条（禁止事項） 

（１） 利用者および署名者は、本サービスの利用にあたり、本規約に定める事項を

遵守する他、次の行為を行わないものとします。 

① 本サービスの利用にあたり、虚偽の内容を登録する行為 

② 本サービスより入手した情報を転用または改ざんする行為 

③ 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または書込む行為 

④ 他の署名者のユーザーＩＤ、パスワードを不正に使用する行為 

⑤ 本サービスに関する当行またはその権利者の知的財産権を侵害し、または

侵害する恐れのある行為 

⑥ 当行、他のお客さま、または第三者を誹謗中傷したり名誉を傷つける行為 

⑦ 当行、他のお客さま、もしくは第三者の財産、プライバシーを侵害し、ま

たは侵害する恐れのある行為 

⑧ 当行、他のお客さま、もしくは第三者に不利益もしくは損害を与える行為、

または不利益もしくは損害を与える可能性のある行為 

⑨ 本サービスの運営を妨げる行為またはその恐れのある行為 

⑩ 法令または公序良俗に違反する行為 

⑪ その他、当行が不適切と判断する行為 

（２） 前項各号に該当する行為または利用者または署名者の責に帰すべき事由に

より、当行に直接的または間接的に損害を与えた場合には、利用者は当行

が被った損害を賠償する責任を負うものとします。また、利用者または署名

者がかかる行為または事由により、第三者に直接的または間接的に損害を与

え、または第三者との間に紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用

負担においてこれを処理解決するものとし、当行は関与いたしません。 

（３） 当行は、利用者または署名者が第 1項各号に該当する場合は、事前に通知す

ることなく、本サービスの利用を制限し、または利用停止することができ

るものとします。 

 

第１４条（権利・義務の譲渡、質入れの禁止） 

  利用者および署名者は、本サービス利用上の地位その他本サービスにかかる一切の

権利および義務を譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者

に利用させることはできないものとします。 

 

第１５条（本サービスの変更・中止・停止・廃止） 

  当行は、相当の事由がある場合には、本サービスを変更、中止、停止または廃止を

することがあります。この場合、利用者は当行に対し一切の異議を述べず、かつ、本
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サービスの変更、中止、停止または廃止によって生じた損害について、当行に対する

賠償請求は行わないものとします。 

 

第１６条（サービス終了時の登録データの扱い） 

  利用者は、当行が本サービスを終了する場合、当行が登録データを抹消することに

異議を述べないものとします。 

 

第１７条（利用規約の変更） 

（１）本規約の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当 

の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公 

表、その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとしま 

す。 

 

第１８条（準拠法と管轄） 

  本規約および本規約に基づく取引は、日本法に準拠し、日本法に基づき解釈される

ものとします。本規約に基づく諸取引に関して訴訟の必要性を生じた場合には、鹿

児島地方裁判所を第一審の専属的合意裁判所とします。 

 

以上 


